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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基体上に光学構造を製造する方法であって、
　基体は、ユーザ情報を有する情報担体、又は情報担体を伴うアイテムであり、
　前記光学構造は、光のコヒーレント・ビームを有して照射される場合に反射、屈折、又
は回折、あるいはその２つ又は３つの組合せを生じさせる前記基体の表面部分であり、ま
た、ユーザ情報へのアクセスを与えるよう該光学構造から派生され得る特性情報を示し、
　－　補助部の表面に粒子を付着させることによって刻印機を製造する段階と、
　－　刻印可能な材料を刻印するよう前記刻印機を使用し、それによって前記基体の少な
くとも表面部分において前記刻印機の刻印を製造する段階と、
　によって特徴付けられる方法。
【請求項２】
　反射材料を有する層を前記各基体の前記刻印に対して取り付ける段階、
　によって特徴付けられる請求項１記載の方法。
【請求項３】
　－　他の実質的に透明な刻印可能な材料を有する層を、各基体の前記刻印にわたって取
り付ける段階と、
　－　前記他の刻印可能な材料を有する層を刻印するよう再度前記刻印機を使用し、それ
によって前記各基体に追加的な刻印を作る段階と、
　によって特徴付けられる請求項１又は２記載の方法。
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【請求項４】
　－　追加的な補助部の表面に粒子を付着することによって追加的な刻印機を製造する段
階と、
　－　他の実質的に透明な刻印可能な材料を有する層を前記各基体の前記刻印にわたって
取り付ける段階と、
　－　前記他の刻印可能な材料を有する前記層を刻印するよう前記追加的な刻印機を使用
し、それによって前記各基体上に追加的な刻印を作る段階と、
　によって特徴付けられる請求項１又は２記載の方法。
【請求項５】
　使用される前記刻印可能な材料は第１の屈折率を有し、前記他の刻印可能な材料は第２
の屈折率を有し、前記第２の屈折率は前記第１の屈折率とは異なる、
　ことを特徴とする請求項３又は４記載の方法。
【請求項６】
　実質的に透明な分離層を、前記刻印と前記各基体の前記他の刻印可能な材料の層との間
に差し挟む段階、
　によって特徴付けられる請求項３又は４記載の方法。
【請求項７】
　使用される前記刻印可能な材料は第１の屈折率を有し、前記分離層は第３の屈折率を有
し、前記第３の屈折率は前記第１の屈折率とは異なる、
　ことを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
　実質的に透明である被覆層を、前記各基体の前記刻印にわたって取り付ける段階によっ
て特徴付けられる、
　請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記各基体は、反射層を有するラミネート加工された基体である、
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記各基体は、個別の情報担体と一体である、
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　ダイヤモンドの粒子は、前記粒子として使用される、
　ことを特徴とする請求項１又は４記載の方法。
【請求項１２】
　１００ｎｍ乃至１μｍの範囲である寸法を有する粒子は、前記粒子として使用される、
　ことを特徴とする請求項１又は４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の基体を製造する方法に係る。各基体は、光学構造を有する。該光学構
造は、略同一であり、ユーザ情報を有する個別の情報担体と関連付けられ、ユーザ情報へ
のアクセスを与える特性情報を示す。
【背景技術】
【０００２】
　かかる方法は、欧州特許第０９８９５５３Ａ号明細書（特許文献１）より既知である。
かかる方法では、情報担体は光ディスクであり、特性情報は、機械的にエンボス加工され
たくぼみとして記録される。該くぼみは基体を構成するディスク上に、強力なオン／オフ
切替レーザ光を用いて作られ、ディスクの構成を変更すること、又は、その微小な領域に
おいてディスクを破壊すること、のいずれかによってディスクの反射率を変更するように
する。かかる方法は、エンド・ユーザによっては使用され得ない。特許文献１によれば、
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ディスク上に存在するユーザ情報は暗号化され、暗号化キーは、事前にディスク上に記録
された特性情報から導かれ得る。この種類のディスクのプレイヤは、その結果、ディスク
上に存在する前述の特性情報を識別し、そこから暗号化キーを導き、ディスク上に記録さ
れたユーザ情報を復号化するよう、適合される。オリジナルのディスクのコピーを試みる
、即ち、オリジナルのディスクに有されたユーザ情報の第２のディスク上への複製を試み
るレコーダは、オリジナルのディスク上に存在するものと同一であり且つユーザ情報を復
号化するよう必要である特性情報も第２のディスク上に記録され得ない。結果として、第
２のディスクに有されるユーザ情報は、復号化及び再生され得ない。
【０００３】
　特許文献１に記載の方法では、内容及び特性情報のいずれもコピーすることによってデ
ィスクをコピーすることがまだ可能である。実際、特性情報を記録するよう必要な機器は
、エンド・ユーザが容易に入手可能なものではないが、かかる機器は、専門的な偽造者に
とっては入手可能である。既知の方法の不利点は、専門的な機器が使用される際には、製
造された製品は複製され得る、ということである。
【特許文献１】欧州特許第０９８９５５３Ａ号明細書
【非特許文献１】Ravikanth　Pappu外著、文献「Physical　One-Way　Functions」、ＳＣ
ＩＥＮＣＥ、２００２年９月２０日、第２９７巻
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、冒頭に説明された種類の方法を与えることを目的とする。該方法によって基
体は、光学構造を有して製造され、複製されるのが略不可能となるにもかかわらず、該方
法は、略同一の光学構造を有する複数の基体の製造を可能にする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、
　－　補助部の表面に粒子を付着することによって、刻印機を製造する段階と、
　－　刻印可能な材料を刻印するよう刻印機を使用し、よって複数の基体を製造し、各基
体が刻印機の刻印を有する少なくとも１つの表面部分を有する段階と、
　によって達成される。
【０００６】
　該方法の結果は、複数の基体であり、各基体は刻印機の刻印を有する。即ち、該刻印は
、特性情報を示す光学構造である。光学構造は、基体の表面部分であり、光のコヒーレン
ト・ビームによって照射された場合、光の反射、屈折又は回折、あるいはその２つ又は３
つの組合せを生じさせる。光源及び光学構造に関する適切な位置に位置付けられた画面に
よって、光学構造を有する光の相互作用によってもたらされたスペックル・パターンを画
面上に観察することが可能である。観察されたスペックル・パターンは、光のコヒーレン
ト・ビームを定義付ける波長及び相等のパラメータと、光学構造の内部マイクロ構造、即
ち刻印の形状とに依存する。スペックル・パターンは、センサによって感知され得、そこ
から特性情報を派生するよう更に処理され得る。一般的には、特性情報は、暗号化された
ユーザ情報を復号化する復号化キー等の、ユーザ情報を処理するよう必要なすべての情報
である。
【０００７】
　本発明の方法で言及された種類の情報担体に対するプレイヤは、結果として、関連付け
られた光学構造から特性情報を識別し、情報担体上に存在するユーザ情報にアクセスする
ために前述の特性情報を使用するよう適合される。
【０００８】
　しかしながら、本発明の方法に言及された情報担体は、実際にユーザ情報を有する必要
はないが、追記型の情報担体でもあり得る。かかる追記型情報担体に対するレコーダは、
結果として、関連付けられた光学構造から特性情報を識別し、記録されるべきユーザ情報
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を暗号化するよう前述の特性情報を使用し、暗号化されたユーザ情報を記録するよう適合
される。
【０００９】
　刻印機の使用は、再現性を保証する。実際、刻印機の製造者又は所有者は、略同一の光
学構造を複数回再生する可能性を有する。特性情報は光学構造より派生されるべきである
ため、再現性は、産業上の利用可能性に対する重要な必要用件である。光学構造が再生可
能ではない場合、すべての光学構造が独自なものとなり、２つの光学構造が異なる特性情
報を示す。故に、特性情報が暗号化／復号化キーを有する場合、暗号化／復号化キーもま
た異なり、暗号化されたユーザ情報も同様に異なる。このようにすべてのディスクは、個
別にマスターされるべきであり、これは、複雑で高価な、実行不能なマスタリング処理を
意味する。
【００１０】
　しかしながら、本発明の方法は、同一の特性情報を示す略同一の光学構造を有する複数
の基体を製造する。
【００１１】
　光学構造のコピーを不可能にする手法は、特性情報が光学構造を製造する手法とともに
そこから派生されることである。スペックル・パターン、及びその結果としての特性情報
は、物理的な一方向関数（ＯＷＦ）の出力、光学構造の内部マイクロ構造である入力、及
び光の照射ビームとして見られ得る。ＯＷＦは、順方向では求められ易いが、一般的には
逆方向での算出は実行できない機能であり、その出力ドメインは非常に広く、入力ドメイ
ンは更により大きい。光学構造をコピーする試みは、その即物的観測、又は、その動作観
測に基づき得る。光学構造は、原理上、非侵襲的断層撮像技術で観察され得るが、現在使
用可能な機器は、所望されるレベルの詳細まで内部マイクロ構造のマイクロ加工を可能に
しない。光学構造の内部マイクロ構造を推定する可能性は、その動作、即ち、所定の放射
ビームへの応答としてスペックル・パターン及び特性情報に基づき、ＯＷＦのプロパティ
によって除外される。
【００１２】
　光のコヒーレント・ビームを定義付ける多数の可能な値、及び既知の動作を有する光学
構造を再構成する計算の複雑性を前提とすると、オリジナルの光学構造とは潜在的には異
なるが厳密に同一の動作を有する光学構造を製造する、という可能性もまた実行不能であ
る。
【００１３】
　更に詳細にわたる検討材料は、Ravikanth　Pappu外著、文献「Physical　One-Way　Fun
ctions」、ＳＣＩＥＮＣＥ、２００２年９月２０日、第２９７巻（非特許文献１）に記載
される。該検討材料とは、物理的なＯＷＦのプロパティ、及び、光学構造のコピー又は既
知の動作を有する光学構造の再構築の略不可能性、又は光学構造に基づくユーザ情報のア
クセス制御に対してシステムを欺くことの実質的な不可能性、についてである。
【００１４】
　本発明の方法は、各基体の刻印上に刻印から見て外方を向く表面を有し、実質的に刻印
の次に続く反射材料の層を適用する更なる段階を有するよう、拡張され得る。
【００１５】
　このように、反射層が適用され、その目的は、光学構造の反射性を強化することにある
。これは、スペックル・パターンを感知しなければならない画面が、刻印を有する表面に
面して位置付けされなければならないことを意味する。結果として、光学構造を照射する
レーザと、スペックル・パターンを感知する画面のいずれもが、基体の同一の側に位置付
けされる。
【００１６】
　本発明の方法は、以下の更なる段階、
　－　各基体の刻印上に略透明で刻印可能な材料を有する他の層を適用する段階と、
　－　他の刻印可能な材料を有する層を再度刻印するよう刻印機を使用し、各基体上に更
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なる刻印を作る段階と、
　を有するよう拡張され得る。
【００１７】
　他の刻印可能な材料の適用は、追加的な刻印を受容するよう基体を準備する役割をなす
。他の刻印可能な材料の層は、反射性材料の層が存在する場合は該層にわたって、又は、
表面又は第１の刻印有する表面部分にわたって、直接適用され得る。追加的な刻印は、続
いて、同一の刻印機によって、他の刻印可能な材料の層上に作られ、それによって、単一
の刻印を有する光学構造より複雑であり、コピーがより困難である二層の光学構造を獲得
する。他の刻印可能な材料の層は、略透明である必要があり、さもなければ第１の刻印は
、照射される際に光との相互作用に適切に貢献しない。
【００１８】
　本発明の方法は、以下の更なる段階、
　－　追加的な補助部の表面に粒子を付着することによって追加的な刻印機を製造する段
階と、
　－　略透明である他の刻印可能な材料を有する層を各基体の刻印にわたって適用する段
階と、
　－　他の刻印可能な材料の層を刻印するよう追加的な刻印機を使用し、それによって、
各基体上に追加的な刻印を作る段階と、
　を有するよう拡張され得る。
【００１９】
　他の刻印可能な材料の適用は、追加的な刻印を受容するよう基体を準備する役割をなす
。他の刻印可能な材料の層は、反射性材料の層が存在する場合は該層にわたって、又は、
表面又は第１の刻印有する表面部分にわたって、直接適用され得る。追加的な刻印は、続
いて、この目的のために用意されていた追加的な刻印機によって、他の刻印可能な材料の
層上に作られ、それによって、単一の刻印を有する光学構造より複雑であり、故にコピー
がより困難である二層の光学構造を獲得する。他の刻印可能な材料の層は、略透明である
必要があり、さもなければ第１の刻印は、照射される際に光との相互作用に適切に貢献し
ない。
【００２０】
　追加的な刻印が作られる際、望ましくは使用される刻印可能な材料は第１の屈折率を有
し、他の刻印可能な材料は第２の屈折率を有し、第２の屈折率は第１の屈折率とは異なる
。
【００２１】
　この特徴は、干渉材料が第１の刻印と他の刻印可能な材料の層との間に存在しない際に
所望され得、２つの間のインタフェースが照射された際に光との相互作用に適切に貢献す
ることを確実にするようにされる。
【００２２】
　追加的な刻印を作ることを考慮して、本発明の方法は、刻印と、各基体の他の刻印可能
な材料との間に略透明な分離層を置くことによって拡張され得る。
【００２３】
　実際には、他の刻印可能な材料の適用は、分離層の適用によって先行され得る。かかる
段階は、例えば、他の刻印可能な材料が第１の刻印を被覆し、その凹部を埋めるには適切
ではない際に、所望され得る。分離層の存在は、刻印可能な材料及び他の刻印可能な材料
と同一材料の使用を可能にする。
【００２４】
　分離層が存在する場合、望ましくは使用される刻印可能な材料は第１の屈折率を有し、
分離層は第３の屈折率を有し、第３の屈折率は第１の屈折率とは異なる。
【００２５】
　この特徴は、反射層が第１の刻印と分離層との間に存在しない際に所望され得、２つの
間のインタフェースが照射された際に光との相互作用に適切に貢献することを確実にする
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ようにされる。
【００２６】
　光学構造を保護するよう、本発明の方法は、各基体の刻印上に略透明な被覆層を適用す
ることによって拡張され得る。
【００２７】
　目的は、例えば基体の操作によってもたらされた機械的変化から刻印を保護することで
あり、結果として光学構造全体を変化し得る。被覆層は、略透明である必要がある。更に
、被覆層が存在する場合、望ましくは刻印可能な材料として使用される材料は第１の屈折
率を有し、被覆層は第４の屈折率を有し、第４の屈折率は第１の屈折率とは異なる。光学
構造が二層又は多数層の光学構造である場合、被覆層は、一番上の刻印上に適用され得る
。
【００２８】
　本発明の方法の他の面によれば、各基体は、反射層を有するラミネート加工された基体
である。
【００２９】
　反射層の存在は、光学構造の反射率を強化する役割をなし、スペックル・パターンを感
知しなければならない画面は、刻印を有する表面に面して位置付けられることを意味する
。結果として、光学構造を照射するレーザと、スペックル・パターンを感知する画面のい
ずれも、基体の同一の側に位置付けられる。
【００３０】
　本発明の方法の他の面によれば、各基体は、夫々の情報担体と一体化される。即ち、情
報担体自体は、光学構造を有する基体として使用される。
【００３１】
　光学構造は、ユーザ情報を有する個別の情報担体と関連付けられる。情報担体は、例え
ば光ディスクであり得る。
【００３２】
　本発明の他の面によれば、ダイヤモンドの粒子が粒子として使用される。
【００３３】
　刻印が略同一に多数回再生され得ることを保証するよう、刻印機を製造するよう使用さ
れる粒子、及び、場合によっては追加的な刻印機は、望ましくはダイヤモンド又は炭化タ
ングステン等の硬質な材料を有する堅固な粒子であり、そのため多数回の刻印機の反復的
な使用は、刻印機の形状を磨耗させない。
【００３４】
　本発明の方法の他の面によれば、１００ｎｍ乃至１μｍの範囲の寸法を有する粒子は、
粒子として使用される。
【００３５】
　この寸法の範囲内の粒子の使用は、刻印及び存在する場合は追加的な刻印における凹部
によって、光学構造の放射に起因する回折効果が、スペックル・パターンの形成に適切に
活用されることを保証するものである。
【００３６】
　前述の非特許文献１は、クレジットカード等の情報担体に有されるユーザ情報のアクセ
ス制御に対するシステムにおける不均質構造の使用を提案する。不均質構造は、情報担体
を認証するよう情報担体に有される制御情報に対して確認される特性情報を生成するよう
使用される。しかしながら、前述の非特許文献１は、不均質構造、特には略同等の不均質
構造の製造に対する方法を与えていない。これは、例えば事前に記録された光ディスクに
対するアクセス制御に対して同様のシステムを適用するよう試みる際に問題となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本発明のこれらの及び他の面は、図面を参照して更に明らかに、説明される。
【００３８】
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　図１は、刻印機の断面と刻印機の刻印を有する基体の断面を図示する。
【００３９】
　図中に見受けられ得るのは、刻印機１３、特に補助部１６の表面１５に付着された粒子
１４、刻印機１３の刻印１１を有する基体１０、及び特に補助部１６に付着された粒子１
４によってもたらされた刻印１１における凹部１２である。
【００４０】
　本発明の方法によれば、複数の基体が製造され、各基体１０は、ユーザ情報を有する夫
々の情報担体に関連付けられ、夫々の情報担体に存在するユーザ情報にアクセスするよう
必要な特性情報を示す略同一の光学構造を有する。
【００４１】
　第１の段階では、粒子１４を補助部１６の表面１５に刻印機１３が製造される。
【００４２】
　刻印機１３は、例えば、接着材料１７を補助部１６の表面１５に塗布すること、複数の
粒子１４を表面１５にわたって例えばランダムに与えること、及び接着材料１７を凝固さ
せることによって得られ得る。
【００４３】
　刻印が略同一に多数回再生され得ることを保証するよう、使用される粒子は、望ましく
は炭化タングステン又はダイヤモンド等の硬質な材料を有する堅固な粒子である。そのた
め多数回の刻印機の反復的な使用は、刻印機の形状を磨耗させない。望ましくは、使用さ
れる粒子は、例えば１００ｎｍ乃至１μｍの波長と同一のオーダの寸法範囲を有する。
【００４４】
　第２の段階では、刻印機１３は、刻印可能な材料を刻印するよう使用され、それによっ
て、複数の基体を製造し、各基体１０は、刻印機１３の刻印１１を有する表面部分を少な
くとも有する。
【００４５】
　第２の段階は、例えば、複数の既存の基体上又は刻印機の刻印を有さないブランク上で
刻印機を使用することによって達成され得、例えばモールド加工によってこれらの既存の
基体の夫々に刻印を製造するようにする。故に、表面部分上に製造された刻印は、光学構
造である。同一の刻印機によって製造された複数の光学構造は、略同一であり、故に、同
一の特性情報を示す。代替案として、第２の段階は、非定形の材料から始まり、表面が刻
印機によって形成されると同時に形成されることで達成され得る。
【００４６】
　ブランク、即ち刻印機の刻印を有さない基体が使用される場合、刻印は、刻印可能であ
るブランクの表面部分上に製造され得る。これは単に、例えば、
ブランクがからなる材料又はその表面部分であり得る。あるいは、刻印可能であるブラン
クの表面部分は、刻印可能な材料の初期層を適用することによって得られ得る。使用され
得る刻印可能な材料は、例えば、ポリカーボネート、エポキシ、及びジアクリルである。
【００４７】
　図２は、光学構造を有する基体の断面を、異なる状態で光学構造にわたって図示する。
【００４８】
　図２ａは、基体１０、光学構造としての刻印１１、及び刻印１１にわたった透明の被覆
層２０を図示する。被覆層２０は、刻印１１を被覆し、その凹部１２を埋める。
【００４９】
　被覆層２０は、刻印１１を、例えば光学構造全体を結果として変更し得る基体１０の操
作によって引き起こされるようないかなる機械的変更からも保護することを目的とする。
【００５０】
　図２ｂは、図２ａ中に存在するものに加えて前から存在する反射層２１を図示する。
【００５１】
　刻印機の刻印をまだ有さないブランクが、刻印機の刻印が作られ得る基体として使用さ
れる場合、前述のブランクは、ラミネート加工されたブランクであり得、既存の反射層を
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有する。予想される通り、光学構造によって照射されたビームの相互作用に起因する光は
、画面上にスペックル・パターンを製造する。刻印の下の反射材料の存在は、スペックル
・パターンを感知しなければならない画面が、刻印を有する表面に面して位置付けされな
ければならないことを意味する。結果として、光学構造を照射するレーザと、スペックル
・パターンを感知する画面のいずれもが、基体の同一の側に位置付けされる。
【００５２】
　図２ｃは、図２ａ中に存在するものに加えて、反射層２２と、実質的に刻印１１の次に
続く刻印から見て外方を向く表面２３を図示する。
【００５３】
　基体１０が、以前に適用された反射層２１を有さない場合、第１の刻印１１にわたって
反射性材料の層２２を適用することが有用であり得る。かかる場合、適用された反射層２
２は、以前に適用した前述の反射層２１と同一の結果及び有利点を有する。
【００５４】
　しかしながら、反射層の存在はいずれの場所でも必須ではなく、反射層がない場合、基
体が略透明であると仮定して、スペックル・パターンを感知する画面は、光学構造が照射
されない側ではない基体の一側に望ましくは位置付けられる。
【００５５】
　図３は、追加的な刻印機及び二層光学構造を有する基体の断面を、異なる状態で光学構
造にわたって図示する。
【００５６】
　図３ａは、追加的刻印機１３’、特には追加的な補助部１６’の表面１５’に付着され
た粒子１４’を図示する。
【００５７】
　図３ｂは、基体１０、任意的な前から存在する反射層２１、第１の刻印１１、任意で適
用された反射層２２、他の刻印可能な材料３０を有する層、他の刻印可能な材料３９を有
する層上にできた追加的な刻印３１、及び追加的刻印３１にわたる被覆層２０を図示する
。被覆層２０は、追加的な刻印３１を被覆し、その凹部を埋める。
【００５８】
　被覆層２０は、一番上の刻印を、例えば光学構造全体を結果として変更し得る基体１０
の操作によって引き起こされるようないかなる機械的変更からも保護することを目的とす
る。
【００５９】
　干渉材料が第１の刻印１１と他の刻印可能な材料２０を有する層との間に存在しない場
合に、刻印可能な材料とは異なる屈折率を有する材料及び他の刻印可能な材料３０を使用
することが所望され、２つの間のインタフェースが照射された際に光との相互作用に適切
に貢献することを確実にするようにされる。第１の刻印と他の刻印可能な材料３０を有す
る層との間の反射層２２の存在は、刻印可能な材料及び他の刻印可能な材料３０と同一材
料の使用を可能にする。
【００６０】
　追加的な刻印３１は、第１の刻印機１３と同様に追加的な刻印機１３’によって得られ
得る。追加的な刻印３１を作ることは、単一の刻印を有する光学構造より複雑であり、故
にコピーがより困難である二層の光学構造を獲得することを目的とする。これを達成する
よう、望ましくは追加的な刻印３１は、第１の刻印１１上に略重畳されるが、あるいは、
部分的に重畳されるか又はまったく重畳されなくてもよい。更に、追加的な刻印３１が第
１の刻印１１上に略重畳され、かかる追加的な刻印３１が同一の刻印機１３で作られる場
合、刻印機１３は望ましくは初回の使用に対して選択された角度を介して回転される。
【００６１】
　より複雑な光学構造を得るよう、更なる層に更なる刻印を製造することが可能であり、
それによって多層の光学構造を得る。更に、更なる刻印機を有する複数の更なる刻印、及
び、既に使用されている刻印機を有する更なる刻印を製造することが可能であり、従って
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、追加的な刻印を製造するよう記述された２つの技術を組み合わせる。
【００６２】
　図３ｃは、図３ａにあるものに加えて干渉層３２を図示する。
【００６３】
　かかる場合もまた、干渉層３２の存在は、刻印可能な材料に対して、及び他の刻印可能
な材料３０に対して、同一の材料を使用することを可能とする。
【００６４】
　干渉層３２の存在及び適用された反射層２２の存在は、互いに対して排他的なものでは
なく、組み合わされ得る。
【００６５】
　図４は、光学構造を有する光ディスクを斜視及び断面にて図示する。
【００６６】
　図４ａは、光ディスク４０、及び、特には、その表面上に光学構造として存在する刻印
１１を図示する。
【００６７】
　図４ｂは、刻印１１をわたった断面図での図４ａに図示された光ディスク４０の断面図
の一部分を図示する。図中見受けられ得るのは、情報層４２、任意的な既存の反射層２１
、刻印１１、及び被覆層２０である。この場合、光学構造を有する基体１０は、光学構造
が関連付けられた実際の情報担体であり、情報担体は光ディスク４０である。光学構造は
、ディスクの基材中に存在し得、ディスクの一面から観察され得る。
【００６８】
　光学構造は、情報担体に重畳され得るか、例えばディスクの内側の面等の情報層がない
ディスクの一部分に存在し得る。しかしながら、他の代替案では、光学構造を有する基体
が可能である。例えば、ディスクが容器内に有される場合はディスクの容器、又はディス
クがカートリッジ内に永久的に内蔵される場合はディスクのカートリッジ、又はカード等
のディスクを伴う別個の基体である。
【００６９】
　上述された状況では、光学構造を有する基体は、情報担体そのものであり、情報担体は
光ディスクであり、特に、光ディスクが同一のユーザ情報を有する事前に記録された所定
の音楽アルバム又は所定の映画等の光ディスクである場合、複数のディスクの製造は、以
下の段階を有し得る。刻印機が得られた後に光学構造が製造される段階、続いて光学構造
によって示された特性情報が識別される段階、続いてユーザ情報が識別された特性情報に
従って暗号化される段階、及び最後に、複数のディスクが製造される段階、である。ディ
スクは、暗号化されたユーザ情報と光学構造を有し、光学構造は、同一の刻印機によって
製造されたため第１の光学構造と略同一である。
【００７０】
　図４中に図示された種類のディスク用のプレイヤは、結果として、光学構造から特性情
報を識別するよう、また、ディスク上に存在するユーザ情報にアクセスするよう前述の特
性情報を使用するよう適合される。更に、図４中に図示された種類のディスクは、事前に
記録されたディスクである必要はなく、また、実際にユーザ情報を有する必要もないが、
追記型のディスクであってもよい。かかるディスク用のレコーダは、結果として、関連付
けられた光学構造から特性情報を識別し、記録されるべきユーザ情報を暗号化するよう前
述の特性情報を使用するよう、また、ディスク上の暗号化されたユーザ情報を記録するよ
う、適合される。
【００７１】
　基礎的な情報として、図５は、特性情報を示す光学構造に基づき、光ディスクに有され
るユーザ情報のアクセス制御に対するシステムを、かかるシステムの作動方法の一般的な
理解のために図示する。
【００７２】
　図５は、レーザ５０２、レーザ５０２によって作られた光のコヒーレント・ビーム５０
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３、光ディスク４０、光ディスク４０によって光学構造としての役割をなす刻印１１、画
面５０６、画面５０６上に作られるスペックル・パターン５０５、感知されたスペックル
・パターン５０７、デジタル・フィルタ５０８、フィルタをかけられたスペックル・パタ
ーン５０９、数学的ＯＷＦ５１０、特性情報５１１、読取り手段５００、コード化された
ユーザ情報５０１、アクセス制御ブロック５１２、及び復号化されたユーザ情報を図示す
る。
【００７３】
　レーザ５０２は、刻印１１、即ち光ディスク４０によってもたらされた光学構造を光の
コヒーレント・ビーム５０３で照射する。光学構造を有する照射されたビーム５０３の相
互作用からもたらされる光は、画面５０６上にスペックル・パターン５０５を作る。
【００７４】
　観察されたスペックル・パターンは、光のコヒーレント・ビームを定義付ける波長及び
相等のパラメータと、光学構造の内部マイクロ構造、即ち刻印の形状とに依存する。ビー
ムの波長等のパラメータは、可変であり得る。望ましくは、波長は、１００ｎｍ乃至１μ
ｍ等である刻印に存在する凹部の寸法の範囲のあたりを変化する。レーザを支える機械的
手段がかかる可能性を与える場合、レーザの位置及び／又は向きもまた、一定の範囲内で
可変であり得る。
【００７５】
　スペックル・パターン５０５は、画面５０６によって感知され、デジタル情報に変換さ
れ、感知されたスペックル・パターン５０７を表す。デジタル・フィルタ５０８は、続い
て、偽造光学構造を検出するよう十分な感度を保持する一方で、感知されたスペックル・
パターン５０７に対して適用され、同一のスタンプによって得られた刻印の間の極微の相
違を感じない特性情報を与えるようにされる。これは、例えば、製造プロセス又は環境の
変化によって、又は指紋の存在によって引き起こされる。適用されたフィルタは、例えば
、二次元のガボール変換であり得る。更に、数学的ＯＷＦ５１０は、フィルタをかけられ
たスペックル・パターン５０９に対して適用され、特性情報５１１を得るようにされる。
使用される数学的ＯＷＦ５１０は、例えば、単純なハッシング関数であり得、フィルタを
かけられたスペックル・パターン５０９を比較的短いビットに圧縮する。
【００７６】
　読取り手段５００は、光ディスク４０上にある暗号化されたユーザ情報５０１を現出し
、アクセス制御ブロック５１２は、暗号化されたユーザ情報を復号化し得、正しい特性情
報５１１が与えられる場合は、最終的に復号化されたユーザ情報５１３が使用可能になる
。
【００７７】
　特性情報５１１は、例えば暗号化／復号化キーで構成され得る。結果として、コード化
されたユーザ情報は、そのキーに従って暗号化されたユーザ情報であり、アクセス制御ブ
ロックは、ユーザ情報を復号化するようキーを使用する。代替案として、ユーザ情報は、
アクセスにアクセス・キーを要求するソフトウェア・オブジェクトに封入され得、特性情
報５１１は、要求されたアクセス・キーから構成され得、アクセス制御ブロックは、結果
としてソフトウェア・オブジェクトにアクセスするようアクセス・キーを使用し得る。望
ましくは、使用されるアクセス制御は、上述の技術のいずれも有し、従ってユーザ情報に
アクセスするのに必要な情報である特定情報５１１が構成される。特性情報５１１は、光
学構造の単一の放射からだけではなく、ビームを制御するパラメータの異なる値で実行さ
れる複数の放射段階から派生され得る。
【００７８】
　本発明は、上述の実施例を参照して説明されてきたが、他の実施例が同一の目的を達成
するよう使用され得ることは明らかである。それによって、本発明の範囲は、上述の実施
例に制限されることはなく、表面に粒子を付着することによって単に獲得されるものより
複雑な凹凸構造を有する刻印機にも適用され得る。
【００７９】
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　請求項を含む本願中に使用される「有する／有している」という用語は、規定された特
徴、数値、段階、又は構成部品の存在を特定するよう使用されるが、１つ又はそれ以上の
他の特徴、数値、段階、構成部品、又はそれらの群の存在又は追加を除外するものではな
いことが留意されるべきである。また、請求項中の単数形の構成要素は、かかる構成要素
の複数の存在を除外するものではない。更に、いずれの参照符号も請求項の範囲を制限す
るものではない。即ち、本発明は、ハードウェア及びソフトウェアのいずれをも用いて実
施され得、複数の「手段」は、ハードウェアの同一のアイテムによって表され得る。更に
、本発明は、夫々及びすべての新規の特徴及び特徴の組合せを備える。
【００８０】
　本発明は、以下の通り要約され得る。光学構造として刻印機の同一の刻印を有する複数
の基体を製造する上述の方法において、刻印機１３は、補助部１６の表面１５に粒子１４
を付着することによって初期に製造され、続いて、刻印機１３は、複数の基体１０上に刻
印１１を作るよう使用される。光学構造は照射され得、画面上にキーを示すスペックル・
パターンを作る。現在の技術的手段では所定の光学構造をコピーすることは略不可能であ
る。光学構造は、物理的な一方向関数を表し、順方向では求められ易いが、一般的には逆
方向での算出は実行できない。よって、該関数は、基体１０に関連付けられた情報担体に
有されるユーザ情報に対して、アクセス／複製防止システムを構築するよう使用され得る
。光学構造の再現性により、かかる方法は光ディスクに対して適切となる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】刻印機の断面と刻印機の刻印を有する基体の断面とを図示する。
【図２ａ】光学構造を有する基体の断面を、異なる状態で光学構造にわたって図示する。
【図２ｂ】光学構造を有する基体の断面を、異なる状態で光学構造にわたって図示する。
【図２ｃ】光学構造を有する基体の断面を、異なる状態で光学構造にわたって図示する。
【図３ａ】追加的な刻印機及び二層光学構造を有する基体の断面を、異なる状態で光学構
造にわたって図示する。
【図３ｂ】追加的な刻印機及び二層光学構造を有する基体の断面を、異なる状態で光学構
造にわたって図示する。
【図３ｃ】追加的な刻印機及び二層光学構造を有する基体の断面を、異なる状態で光学構
造にわたって図示する。
【図４ａ】光学構造を有する光ディスクの斜視図である。
【図４ｂ】光学構造を有する光ディスクの断面図である。
【図５】特性情報を示す光学構造に基づき、光ディスクに有されるユーザ情報のアクセス
制御に対するシステムを図示する。
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